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園長 ●●● 

 

昼食後の歯磨きについて 

 
新型コロナウイルス感染症の分類変更に伴い、●●（←自治体の課名、自治体の歯科医師

会の名前など）から昼食後の歯磨きを未就学児施設で再開する（または、再開すべきではな

いか）という方向が示されています。 
 

一方で皆さまもご存知の通り、近年、歯ブラシによる喉突き事故の危険性についてもマス

コミ等で報道されるようになり、「習慣づくり」の重要性はありつつも、集団保育で個々の子

どもに保育者がつけない状況で歯磨きをさせる危険性も考えてきたところです。（2018～22

年、東京消防庁管内で歯みがき中に歯ブラシで受傷、救急搬送された 5 歳以下児の数は 182

人。同庁「乳幼児の歯みがき中の事故に注意！」から）。 
 

 園としましてはクラスの状況を見つつ、全員が座って、他の子のじゃまもせずに歯磨き

をできると判断した時期には歯磨きをさせる方向で検討していますが、そのような時期であ

っても、急に立ち歩く、急に友だちを押したりするという危険は皆無になりません。つきま

しては、保護者の皆さまのご意見もお聞きいたしたく存じます。下の回答欄に御意見をお書

きいただき、●月●日までに「御意見箱」に入れてくださいますようお願いします。集計結

果を皆さんにお伝えしたうえで、検討していきます。 
 
 
 
 
 

最後になりますが、園では一人ひとりの仕上げ磨きをできませんので、昼食後の歯磨きは

口腔衛生上の目的ではなく、あくまでも「習慣づくり」となります（食後にはお茶を飲む、

口をすすぐなどしています）。歯と口腔の健康のため、御家庭で朝晩の歯磨き習慣と仕上げ磨

きをお願いいたします。 
 

 - - - - - - -  キリトリ線 （集計結果には個人名は一切含みません）   - - - - - - - 
 

よろしければ、お子さんの名前をお書きください（        ） 

 

（    ） 自分の子どもに、園で昼食後に歯磨きをさせてよい 

（    ） 自分の子どもに、園で昼食後に歯磨きをさせないでよい 

 

御意見もお書きください。 

 

手紙なので、園長名、理事長名で。 

いつ出したか？が重要なのですから、「吉

日」はダメです。 

「再開するかどうか」を

検討するもの。 

 

歯がある程度生える３歳

以降を想定しています。 

記名は必須ではない。 

させて「ほしい」かどうかを聞いて

はいけません。安全上の判断な

ので。こういう言葉の選択は非常

に重要です。 

多数決結果は自治体にも伝え、「する」「しない」のどちらかにするかを決める。ただ

し、「うちの子は絶対にさせないで」という保護者の子どもには、させるべきではな

い。「しない」と決めても自治体が「しろ」と言う場合は、保護者にその旨、伝える。 


